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安城市民憲章 
 

わたくしたちは安城市民です。 

わたくしたちの愛する安城を、いっそう魅力にみちた 

生きがいのあるまちにするため、市民生活の心がまえとして、 

この憲章を定めます｡ 

 

わたくしたちは、 

＊たがいに助け合い、住みよいまちを 

 つくりましょう。 

＊きまりを守り、良い習慣を育てましょう。 

＊自然を愛し、きれいな水とみどりの 

 まちをつくりましょう。 

＊教養を高め、若い力を育てましょう。 

＊健康で、明るく楽しい家庭を 

つくりましょう。 

 

 

－昭和４７年１１月１日制定－ 
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令和５年度 第１回 昭林公民館活動推進協議会 

 

 

日 時 令和５年５月１０日（木） 

                  午前１０時から 

場 所 昭林公民館 大会議室 

 

 

１ 市民憲章唱和 

 

 

２ 会長及び副会長の選出 

  令和５年度昭林公民館活動推進委員名簿         Ｐ２ 

 

 

３ 会長あいさつ 

 

 

４ 議題 

令和５年度昭林公民館事業計画について         Ｐ３～Ｐ６ 

 

 

５ その他 

 （１）令和４年度昭林公民館利用実績について       Ｐ７ 

 （２）管内中学校、小学校、保育園の近況について 

     （安城南中学校、錦町小学校、錦保育園） 

 （３）情報交換 

 

   

 

 

 

 

 



№ 氏　　名 団　体　名　等 備　　考

1 山本　和裕 　栄町町内公民館長

2 比野　欣之輔 　御幸町内公民館長

3 佐々木　定雄 　本町町内公民館長

4 安藤　伸夫 　本通り町内公民館長

5 齊藤　昭男 　朝日町町内公民館長

6 浅井　保 　相生町内公民館長

7 本多　三枝子 　末広町内公民館長

8 日下　敏彦 　花ノ木町内公民館長

9 矢田　力三 　日の出町内公民館長

10 岡田　巳吉 　南町町内公民館長

11 西　輝次 　百石町内公民館長

12 宮本　斉 　城南町内公民館長

13 才田　純一 　大山町内公民館長

14 神尾　壽明 　横山町内公民館長

15 鶴田　勝也 　赤松町内公民館長

16 北川　弘已 　老人クラブ

17 平岩　直樹 　子ども会育成連絡協議会

18 佐々木　理枝 　主任児童委員

19 上瀬戸　敏信 　スポーツ推進委員

20 都築　智 　安城南中学校校長

21 寺澤　昌記 　安城南中ＰＴＡ会長

22 矢野　裕二 　錦町小学校校長

23 安藤　裕香理 　錦町小ＰＴＡ副会長

24 鶴見　里美 　錦保育園園長

25 石﨑　律子 　総合福祉センター館長

26 太田　しの 　自主ｸﾞﾙｰﾌﾟズンバエルソル

27 田中　明美 　自主ｸﾞﾙｰﾌﾟ昭林太極拳

28 鳥居　絹子 　自主ｸﾞﾙｰﾌﾟシャンティ

29 加納　ルミ 　ほのぼのふぁみりー代表

令和５年度昭林公民館活動推進協議会委員名簿

 ２
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令和５年度昭林公民館事業計画  

■公民館講座事業 

◆前期講座    （あんてな春号掲載）     ＜４月～７月＞ 

◆夏季講座    （あんてな夏号掲載）     ＜７月～９月＞ 

◆後期講座    （あんてな秋号掲載）     ＜９月～１１月＞ 

◆冬季講座    （あんてな冬号掲載）     ＜１２月～３月＞ 

◆音楽室利用講習 （６回）           ＜４月～隔月開催＞ 

◆自主グループ主催講座             ＜７月～１２月＞ 

■地域ふれあい事業 

◆昭林コンサート（８回）実施予定 

・アコースティックパーティー     令和５年１１月１２日（日） 

・安城音楽協会（クラッシック） ４回（９月、１２月、１月、３月） 

・プロミュージシャンによる演奏    ３回（６月、７月、１１月） 

◆昭林落語会（運営協力：社会人落語喜楽会） 

令和５年９月１０日（日）午後２時開演（単独開催） 

令和６年２月１８日（日）午後１時開演（公民館まつり内） 

◆バンドライブ              令和５年１０月８日（日） 

◆音と絵本とみんなでＬＩＶＥ       令和５年 ７月９日（日） 

◆公民館まつり内映画会（運営協力：ｺﾛﾅﾜｰﾙﾄﾞ） 

令和６年２月１７日（土）（公民館まつり内） 

◆小中学校ふれあい支援事業（教育講演会） 

令和５年度対象校 管内小中学校各１校 安城南中学校、桜町小学校 

◆昭林パソコンひろば           年５回＜７月～１１月＞ 



４ 
 

◆ホールフェスタ（芸能発表会）      令和５年１２月３日（日）  

◆公民館まつり       令和６年２月１７日（土）～１８日（日） 

・作品展 （町内会、自主グループ、小中学校、幼稚園・保育園など） 

・ロビーライブ       ・お茶会（抹茶） 

・映画会（ｺﾛﾅﾜｰﾙﾄﾞ出張上映） ・落語会 

・ファミリーコンサート    ・ドラム体験 

・ニュースポーツ体験（ｽﾎﾟｰﾂ推進委員）・高等学校及び福祉施設菓子販売 

 

■高齢者教室   ※第１教室と第２教室に分割して実施します。 

第１教室（前期）５回＜５月～７月＞ 

第２教室（後期）５回＜９月～１１月＞ 

■家庭教育学級 

 ８回＜５月～１０月＞ 

■公民館活動広報誌 

◆昭林公民館だよりの発行（年６回）※発行回数は変更することがあります 

＜５月・７月・９月・１１月・１月・３月＞ 各月約 1,000 部発行 

■子育て支援事業（子育て支援課委託事業） 

◆ほのぼのひろば（運営：NPO 法人ほのぼのふぁみりー） 

遊戯室にて毎週水・木・金曜日開催（午前１０時～午後３時） 

 

■令和５年度昭林公民館活動推進協議会（開催予定日） 

◆ 第１回  令和５年５月１０日（水）午前１０時 

◆ 第２回  令和６年３月７日（木）午後２時 



第１教室（対象地区：朝日町、相生町、桜町、横山町、花ノ木町、末広町、百石町、一般）
回 日　　時 曜日 会　　　場 学　　習　　課　　題 講　　師

開講式

名古屋音楽学校
６月１３日 平松　八江子

午前１０時～ 　　　“おしゃべり

　　ピアニストひらめ”

７月１８日 昭林公民館
午前１０時～ ホール

閉講式

※郊外学習は行いません。

第２教室（対象地区：大山町、城南町、赤松町、一般）

回 日　　時 曜日 会　　　場 学　　習　　課　　題 講　　師

開講式

９月２６日 昭林公民館
午前１０時～ ホール

歌って楽しく元気に ボイストレーナー
～ミニコンサート～ 杉浦　美和

１１月７日 昭林公民館 守り伝えたい日本の音色
午前１０時～ ホール ～尺八・呼吸法から音楽へ～

閉講式

※郊外学習は行いません。

特殊詐欺の手口と対策
市民安全課主幹
愛知県警「のぞみ」

5 火

竹保流尺八
茂原知壽保
茂原　知子

3
１０月１０日

午前１０時～
火

昭林公民館
ホール

4
１０月２４日

午前１０時～
火

昭林公民館
ホール

5
火

語りで綴る
「三河一向一揆ものがたり」

語り部　ふみの会
田中　ふみ枝

1
９月１２日

午前１０時～
火

昭林公民館
ホール 笑って伸ばそう「健康寿命」

インストラクター
小見山　恵美子

市民安全課主幹
愛知県警「のぞみ」

昭林公民館
ホール

ようこそ懐かしの音楽室へ
～歌は心の元気薬～

昭林公民館
ホール

落語を楽しもう
お好味家喜楽
清水　雅男

4
７月１１日

午前１０時～
火

昭林公民館
ホール

特殊詐欺の手口と対策

2 火
民謡ふるさと紀行
～心に響く
津軽三味線にのせて～

津軽三味線
渡辺民謡会
渡辺　傳次郎

令和５年度　昭林高齢者教室学習計画書

1
５月３０日

午前１０時～ 火
昭林公民館

ホール
フラの動きで楽しく体操

アロハフィットネス
飯田　恵美

2 火

3
６月２７日

午前１０時～
火

 ５
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 令和５年度 家庭教育学級学習計画 

 

回 日  時 曜日 会  場 学習課題 講  師 

１ 
5 月２５日 

AM10:00～11:30 
木 

昭林公民館 

大会議室 

＜開講式＞ 

親子で正しい姿勢を 

安城バレエ 

藤野 奈緒子 

２ 
6 月 ８日 

AM10:00～11:30 
木 

昭林公民館 

大会議室 
心と体に優しいヨガ 

インストラクター 

小林 そら 

３ 
6 月２２日 

AM10:00～11:30 
木 

昭林公民館 

大会議室 

塾の先生が教える「子供のタイ

プ別コーチング」 

コーチングインストラクター

松山 恵 

４ 
７月 ６日 

AM10:00～11:30 
木 

昭林公民館 

大会議室 
絵本をえらぶ・絵本であそぶ アンフォーレ課 職員 

５ 
７月１３日 

AM10:00～11:30 
木 

昭林公民館 

ホール 

ママの為のリラックスピアノコン

サート 

～歌って子育てしませんか？～ 

名古屋音楽学校 

“おしゃべりピアニストひらめ” 

平松 八江子 

６ 
９月１４日 

AM10:00～11:30 
木 

昭林公民館 

大会議室 

フラの動きを取り入れたリフ

レッシュ体操 

アロハフィットネス 

飯田 恵美 

７ 
９月２８日 

AM10:00～11:30 
木 

昭林公民館 

大会議室 

創造力を育てるよいおもちゃ

の選び方・与え方 

木のおもちゃ・絵本のカルテット

オーナー 

一般社団法人 日本知育玩具協会 

藤田 篤 

８ 
１０月 ５日 

AM10:00～11:30 
木 

昭林公民館 

大会議室 

子育て Gift を受け取ろう 

＜閉講式＞ 

子育ちねっと わはは！ 

古永 範恵 

 

＜注意事項＞ 

１ 警報発令時等の対応 

  暴風警報が発令され講座開始２時間前までに解除されないときは、講座を中止します。 

  ただし、暴風警報以外の警報（大雨警報等）が発令されている場合は、原則として講座を実施します。 

２ 講師等の都合で、講座内容や日程など変更する場合があります。 

３ 欠席される場合は、必ず、昭林公民館（電話 77-6688）までご連絡ください。 

４ 持ち物等について 

・第２回及び第６回は、運動のできる服装、ヨガマット又はバスタオルをお持ちください｡ 

５ 託児について ・対象：申込み時に、概ね６か月から未就園児までのお子様 

         ・時間：午前９時４５分～１１時４５分（初回のみ９時３０分～）。受講１５分前に 

託児室（１階和室）にお連れください。          

 



令和4年度　昭林公民館利用実績　（４月～３月）
月別利用状況

回数 人数 回数 人数 回数 人数 回数 人数 回数 人数 回数 人数 回数 人数 回数 人数 回数 人数 回数 人数 回数 人数 回数 人数

ホール 15 541 17 562 22 906 25 1,078 25 754 30 1,413 ホール 27 1,018 35 1,356 36 1,195 24 998 22 1,513 32 1,605

第１音楽室 42 132 43 279 54 363 66 442 50 180 59 389 第１音楽室 48 291 54 409 53 426 42 369 51 2,190 58 284

第２音楽室 55 208 47 145 53 159 63 292 55 165 50 279 第２音楽室 59 179 61 267 50 266 41 290 47 390 47 186

第１和室 34 226 45 327 45 292 42 308 39 229 46 403 第１和室 46 377 45 332 41 406 38 385 45 302 40 248

第２和室 39 228 41 283 42 254 48 309 45 251 50 422 第２和室 51 383 52 340 44 340 38 379 41 275 43 279

大会議室 59 848 53 797 65 935 69 1,089 56 828 60 1,215 大会議室 66 982 62 812 60 959 55 955 62 2,569 68 914

第１会議室 59 458 54 396 52 432 63 540 46 343 44 364 第１会議室 51 452 48 386 45 357 44 527 51 2,256 43 314

第２会議室 56 272 50 271 48 263 57 266 47 190 57 330 第２会議室 61 296 54 244 52 285 46 427 49 2,150 43 225

実習室 37 319 35 364 40 394 46 431 35 314 40 405 実習室 36 325 32 287 29 240 30 415 39 2,143 33 358

計 396 3,232 385 3,424 421 3,998 479 4,755 398 3,254 436 5,220 計 445 4,303 443 4,433 410 4,474 358 4,745 407 13,788 407 4,413

(379) (334) (363) (413) (402) (382) (406) (415) (386) (371) (420) (371)

区分別利用状況

回 人 ※カッコ内は前年度同時期の実績
(288 ) (10,185 ) ※利用率は

回 人 　（部屋の貸出回数÷開館日数の３倍）で計算 人
(599 ) (4,289 ) )

回 人
(613 ) (2,772 ) 人

回 人 )

(425 ) (2,822 )
回 人

(473 ) (2,865 )
回 人

(727 ) (11,548 )
回 人

(623 ) (6,448 )
回 人

(580 ) (3,545 )
回 人

(434 ) (4,228 )
回 人

(4,762 ) (48,702 )

(313)

(26)

6,825

5,219

5,995

60,039

回数

310

506

534

(28)(24)(25)(24)

(156

夜間
1,181 回

計

5,421

192

遊戯室利用者数
(3,597

午後

59%
4,985 回

620

628

5,754

2,826

12,939

66%

利用率 66%

53.0%63.4%60.0%

70%
回 回利用回数 1,962 1,842

午前

40.0%

27

59.8%

27日 24日

(31)

(26)

(77)

(27)(27)(27)

57%

79%

40.7%44.4%

63.1% 55.8%61.0%

40.3%41.0%

62.8%

54.2%

63.3%

56.9%

30.6%

49.4%

65.3% 58.0%

39.5%

70.8% 71.6%

69.4%

68.1%

53.1%

86.1%

53.1%

50.7%

73.3%

58.7%

84.0%

70.8%

67.9%

53.1%

50.0% 32.0%

56.9% 50.7%

33.3% 44.9%

59.3% 69.2%

51.3%

64.1%

54.7%

62.5%57.7%

72.2% 61.3%

61.1%

83.3%

62.5%

57.7%

75.0%

(27)

33%

計
人数

69.2%

利用率

44.9%

54.8%

56.8%

75.3%70.4%

74.1%

54.3%

81.5%

56.8%

63.0%

54.8%

日

59.0%

56.7%

44.9%

63.0%

49.4%

開館日数 27

61.5% 69.2%

75.0%

72.8%

70.5% 61.7%

82.1%83.3% 71.8%

60.3%

70.5%

29.8% 37.0%

66.7%

72.8% 78.2%

28.2%

69.2% 64.1%

50.0%

75.6%

57.7%

53.8%

57.7%

50.0%

75.6%

52.6%

66.7%

利用率

57.1%

78.6%

50.0%

61.7%

利用率 利用率 利用率

56.0%

32.1%

３月
利用率

19.2%

53.8%

２月
利用率

21.8%

55.1% 73.6%

１月１２月
利用率利用率

７月 ８月 ９月 １０月４月

日開館日数 2626 日 26 日26 28 日

60.3% 67.9%

71.8%

47.4%

56.4%

67.9%

43.6%

５月 ６月
利用率 利用率 利用率

１１月
利用率

日

4,985

312

(62)
46%

59%

432

79.5%

61.5%

620

26 日

600

(25)(27)

66%

12,903

67%

(65)

(45)

(50)

54%3,835

(66)
64%

開館日数

ホール

第１音楽室

第２音楽室

第１和室

第２和室

大会議室

第１会議室

実習室

日

計

１日あたり利用人数

(46)

(56)

(64)

735

第２会議室

3,743

42%

日 日2425 日
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   安城市公民館活動推進協議会設置要綱 

 

 （設置） 

第１条 安城市公民館の設置及び管理に関する条例（昭和５５年条例第７号）第２

条に掲げる公民館（中央公民館及び北部公民館を除く。以下「公民館」という。）

の活動の推進を図るため、公民館ごとに当該公民館の名称を冠した公民館活動推

進協議会（以下「協議会」という。）を設置する。 

 （委員） 

第２条 協議会の委員（以下「委員」という。）は、次に掲げる者とする。 

（１）公民館が所管する地域の小・中学校の代表者 

（２）公民館が所管する地域の社会教育関係団体の代表者 

（３）学識経験者 

（４）公募による市民 

２ 委員の任期は、１年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただ

し、再任を妨げない。 

３ 役職によって選任された委員の任期は、当該役職の期間とする。 

４ 委員は、生涯学習課長が任命する。 

 （委員の役割） 

第３条 委員の役割は、次に掲げるとおりとする。 

（１）公民館活動を推進するための意見の交換 

（２）公民館活動に関する市民の意見の収集 

（３）公民館活動の広報 

（４）その他公民館活動に関すること。 

 （役員） 

第４条 協議会に、委員の互選により、次に掲げる役員を置く。 

（１）会長 １名 

（２）副会長 ２名以内 

２ 役員の任期は、委員の任期とする。 

３ 会長は、協議会の会務を総理する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、

その職務を代理する。 

 （会議） 



第５条 協議会の会議（以下「会議」）という。）は、教育委員会が招集する。 

 （雑則） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が

会議に諮って定める。 

   附 則 

 この要綱は、平成８年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 


